
次のとおり債権を放棄する。

１ 債 務 者 本市が行った母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け２５件に

係る各債務者

２ 債 権 の 内 容 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付金に係る債権

３ 放棄する債権の額 次の各号に掲げる母子福祉資金の貸付金に係る債権及び寡婦

福祉資金の貸付金に係る債権に係る未償還の元本の額及び未

払の利子の額合計金７，５７７，４４９円並びにこれらに対する違約

金

� 次に掲げる放棄の理由ごとにそれぞれ次の表に掲げる母子福祉資金の貸付金に

係る債権

ア 債務者らが破産しており、当該債権の弁済を受けることができる見込みがな

いため

議 案 第 ７ 号

債権の放棄について（こども青少年局関係）

貸付けを

行った日
債務者名 住 所

未償還の元本の

額

未払の利子

の額

１
昭和６１年

３月２５日
嶌村 田鶴子

大阪市住之江

区北加賀屋２

丁目７番３１号

金４５８，６１２円 金３３，７３４円

２
平成２年

４月２３日
石丸 勝代

大阪市東淀川

区大桐２丁目

４番５号

金５０８，６８２円 金１８，６４９円

１



３
平成７年

６月１９日
中島 まり子

大阪府八尾市

木の本１丁目

３番地の１グ

ランドメゾン

木の本３０２号

金２９４，０００円 金３７，０６０円

４
平成９年

３月１０日
西尾 美代子

大阪市浪速区

日本橋５丁目

１６番４－６０４

号

金２５５，６４２円 －

５
平成９年

４月３０日
西尾 美代子

大阪市浪速区

日本橋５丁目

１６番４－６０４

号

金２２８，０００円 －

６
平成１０年

６月１日
森實 智絵

大阪市住吉区

杉本１丁目１

番２１号

金３０９，０００円 金１４，５１６円

７
平成１２年

１月１日
山本 美佐子

大阪市大正区

三軒家西２丁

目１番１３号

コーポ和田

２０１号

金２４２，９９３円 金１０，３０１円

２



８
平成１２年

６月１日
鼎 三保子

大阪市城東区

鴫野西２丁目

１番２－１２１３

号

金３８９，５４９円 －

９
平成１２年

６月１日
�向 澄子

大阪市西成区

北津守４丁目

１２番２９号ヒュ

ーマンプラザ

Ａ棟３０１

金２０９，３０７円 金９，３０５円

１０
平成１３年

４月１日
鼎 三保子

大阪市城東区

鴫野西２丁目

１番２－１２１３

号

金１，１１０，５３８円 －

１１
平成１３年

４月１日
碇 洋子

大阪市西区南

堀江４丁目７

番１－６０３号

金１８２，７６７円 金６，２５８円

１２
平成１３年

６月７日
和田 明子

大阪市平野区

瓜破２丁目４

番６－２６０号

金１５４，２５４円 金２，６０３円

１３
平成１４年

１２月１日
洪 君子

大阪市住之江

区西加賀屋３

丁目６番３号

ＫＫビル３０１

金１４７，３２４円 金３，８９６円

３



１４
平成１５年

４月１日
鼎 三保子

大阪市城東区

鴫野西２丁目

１番２－１２１３

号

金４３９，６９０円 －

１５
平成１５年

４月１日
佐野 美由紀

大阪市東住吉

区田辺４丁目

１番２７－２０５

号

金１４７，３２４円 金３，８９６円

１６
平成１５年

１０月３１日
舩瀬 晃江

大阪市大正区

泉尾３丁目２０

番１２号グレー

ス泉尾５０１号

金１８１，５６０円 金４，３４４円

１７
平成１６年

６月２８日
竹崎 華都

大阪市平野区

長吉六反３丁

目５番５２－

４０１号

金２６０，０００円 金１２，１９９円

１８
平成１６年

７月１４日
武良 和江

大阪市城東区

鴫野西５丁目

２０番２０号

金１９０，１０５円 金６，４８１円

１９
平成１８年

３月１４日
吉田 風太

大阪市平野区

長吉長原西４

丁目２番１８－

２０５号

金２９０，４６２円 －

４



イ 債務者らが死亡し法定相続人が存在せず、当該債権の弁済を受けることがで

きる見込みがないため

� 次の表に掲げる寡婦福祉資金の貸付金に係る債権

貸付けを

行った日
債務者名 住 所

未償還の元本の

額

未払の利子

の額

１
平成１２年

９月１９日
西尾 美代子

大阪市浪速区

日本橋５丁目

１６番４－６０４

号

金２０２，４７０円 －

貸付けを

行った日
債務者名 住 所

未償還の元本の

額

未払の利子

の額

１
平成１２年

４月１日
岡林 千代子

大阪市東淀川

区豊里４丁目

９番２０号

金３６４，７４８円 －

２
平成１３年

４月１日
岡林 千代子

大阪市東淀川

区豊里４丁目

９番２０号

金２１８，１１６円 －

２０
平成１８年

４月１日
吉田 風太

大阪市平野区

長吉長原西４

丁目２番１８－

２０５号

金２３１，７００円 －

５



４ 放 棄 の 理 由 次の各号に掲げる債権の区分に応じ、当該各号に掲げる理由

� 母子福祉資金の貸付金に係る債権 ３�ア及びイに掲げる理由

� 寡婦福祉資金の貸付金に係る債権 債務者らが破産しており、当該債権の弁済

を受けることができる見込みがないため

平成３０年２月９日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

本市が行った母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け２５件に係る各債務者に対する母子福祉資

金及び寡婦福祉資金の貸付金に係る債権を放棄するため、この案を提出する次第である。

２
平成１２年

１０月３１日
西尾 美代子

大阪市浪速区

日本橋５丁目

１６番４－６０４

号

金１９５，４２０円 －

３
平成１５年

６月１日

伊原木 理記

子

大阪市平野区

喜連西２丁目

１０番２－４０４

号

金１９５，７６０円 金６，１８４円

６


